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森
林
太
郎

森
林
太
郎

宮
内
官
僚

宮
内
官
僚

第七回
野の

口ぐ
ち　

武た
け

則の
り

歌
会
・
常
磐
会
の
発
意
者
は
誰
か

　

明
治
・
大
正
の
元
老
・
山や
ま
が
た県
有あ
り

朋と
も

は
和
歌
を
好
ん
だ
。
親
友
で
あ

り
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
っ
た
初
代
首
相
の
伊い

藤と
う

博ひ
ろ

文ぶ
み

が
暗
殺
さ
れ
た
際

に
詠
ん
だ
歌
が
、
一
〇
〇
年
余
り
の
時
を
経
て
二
〇
二
二
年
九
月
に

安
倍
晋
三
元
首
相
の
国
葬
で
話
題
に
な
っ
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
人

も
多
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
山
県
を
囲
む
歌
会
が
あ
っ
た
。
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）

年
に
発
足
し
た
常と
き
わ磐

会
で
あ
る
。
幹
事
の
一
人
が
鷗
外
だ
っ
た
。
私

的
な
趣
味
を
楽
し
む
た
め
、
山
県
が
権
力
を
背
景
に
し
て
著
名
作
家

を
招
い
た
の
な
ら
、
名
前
通
り
の
歌
会
だ
ろ
う
。
た
だ
、
話
は
そ
う

単
純
で
は
な
い
。

　

鷗
外
の
本
職
は
陸
軍
医
で
、
作
家
と
二
足
の
わ
ら
じ
を
履
い
た
。

明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
六
月
に
福
岡
・
小
倉
に
司
令
部
を
置

く
第
十
二
師
団
の
軍
医
部
長
へ
異
動
を
命
じ
ら
れ
た
際
、
本
人
が
左

遷
と
受
け
止
め
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
八
年
を
経
て
、
常

磐
会
が
発
足
し
た
翌
年
に
陸
軍
医
と
し
て
最
高
位
の
陸
軍
省
医
務
局

長
（
階
級
は
軍
医
総
監
）
に
昇
進
し
て
い
る
。
陸
軍
に
強
い
影
響
力

な
ぜ
山
県
有
朋
に
近
づ
い
た
の
か
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を
持
つ
山
県
と
和
歌
を
通
じ
て
親
密
に
な
っ
た
こ
と
が
、
鷗
外
の
強

力
な
後
ろ
盾
と
な
っ
た
こ
と
は
確
実
だ
。

　

で
は
、
会
の
発
意
者
は
誰
か
。
鷗
外
没
後
一
〇
〇
年
の
節
目
と
な

る
二
〇
二
二
年
に
出
版
さ
れ
た
三
冊
の
新
書
は
見
解
が
分
か
れ
る
。

「
鷗
外
の
、
軍
医
の
組
織
に
お
け
る
位
置
を
心
配
し
た
賀か

こ古
鶴つ
る

戸ど

（
鷗
外
の
親
友
で
あ
る
陸
軍
医
）
は
、
鷗
外
を
陸
軍
の
長
老
、
山

県
有
朋
と
接
近
さ
せ
る
こ
と
を
狙
っ
て
、
歌
会
を
定
期
的
に
開
く

よ
う
計
画
す
る
」（
中
島
国
彦
『
森
鷗
外　

学
芸
の
散
歩
者
』
岩

波
新
書
）

「
鷗
外
は
山
県
有
朋
侯
に
依
頼
さ
れ
『
常
磐
会
』
を
結
成
し
、
賀

古
と
鷗
外
が
発
起
人
で
月
1
回
開
催
す
る
こ
と
に
し
た
」（
海
堂

尊
『
森
鷗
外　

よ
み
が
え
る
天
才
8
』
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書
）

「（
鷗
外
は
）
山
県
有
朋
か
ら
信
頼
さ
れ
、
明
治
三
十
九
年
に
は
彼

の
意
を
受
け
て
歌
会
、
常
磐
会
を
お
こ
し
、
幹
事
を
つ
と
め
て
い

ま
す
」（
出
口
智
之
『
森
鷗
外
、
自
分
を
探
す
』
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア

新
書
）

　

参
加
者
の
証
言
が
変
遷
し
た
り
、
あ
る
い
は
人
に
よ
り
食
い
違
っ

た
り
す
る
た
め
、研
究
者
の
間
で
論
争
に
な
っ
て
き
た
。
大
ま
か
に
、

山
県
側
と
す
る
説
と
、
鷗
外
側
（
賀
古
と
の
協
力
も
含
む
）
と
す
る

説
に
二
分
で
き
る
。

　

山
県
説
で
あ
れ
ば
、
純
粋
な
歌
会
の
意
味
合
い
が
濃
く
な
る
。
一

方
、
鷗
外
説
に
立
つ
と
、
趣
味
を
通
じ
て
陸
軍
の
実
力
者
に
近
づ
こ

う
と
す
る
政
治
工
作
の
意
味
を
帯
び
て
く
る
。

■山県有朋と森林太郎の歩み

年 山県有朋 森林太郎（鷗外）

一八三八 長州藩に生まれる

一八六二 津和野藩に生まれる

一八六八 戊辰戦争（～六九年、山県は従軍）、明治改元

一八七三 初代陸軍卿

一八八一 東京大医学部卒、陸軍入り

一八八五 第一次伊藤内閣で内務大臣

一八八八 十二月、欧州視察に出発 九月、ドイツ留学から帰国

一八八九 第一次山県内閣発足

年末か翌年初に鷗外が山県と初めて面会

一八九〇 『舞姫』発表

一八九八 鷗外著『西周伝』草稿を山県が校正

第二次山県内閣発足

一八九九 小倉に異動

一九〇三 『大戦学理』刊行

一九〇四 日露戦争 (～〇五年、山県は大本営で指揮、鷗外は従軍）

一九〇六 歌会・常磐会が始まる

一九〇七 陸軍省医務局長に昇進

一九一二 明治天皇が逝去、大正改元

一九一六 陸軍省を退官

一九一七 宮内省に再出仕

一九二二 二月、八十三歳で死去 七月、六十歳で死去山県有朋
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作
家
と
し
て
の
鷗
外
像
を
描
く
か
、
そ
れ
と
も
昇
進
や
栄
典
と
無

関
係
で
は
あ
り
得
な
い
官
僚
と
し
て
の
鷗
外
像
に
重
き
を
置
く
か
。

ど
ち
ら
の
説
を
採
る
か
は
、「
テ
エ
ベ
ス
百
門
の
大
都
」
と
呼
ば
れ

る
多
面
性
を
持
つ
鷗
外
と
い
う
人
物
を
、
描
く
側
が
ど
う
見
て
い
る

か
が
問
わ
れ
る
。

実
ら
な
か
っ
た
初
対
面

　

鷗
外
が
山
県
に
近
づ
い
た
の
は
、
常
磐
会
が
最
初
で
は
な
い
。
鷗

外
の
長
男
・
森
於お

と菟
は
『
父
親
と
し
て
の
森
鷗
外
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
年
）
で
回
想
し
て
い
る
。

「
山
県
公
が
洋
行
か
ら
帰
っ
て
総
理
に
な
ら
れ
た
頃
、
父
は
は
じ

め
て
公
に
会
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
山
県
さ
ん
は
新
し
い
人
を
受

け
入
れ
る
意
思
が
な
い
の
で
、
あ
ま
り
父
を
好
く
思
っ
て
は
く
れ

な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
や
こ
れ
や
で
、
使
っ
て
く
れ
る
人
が

あ
ら
ば
政
治
的
方
面
に
出
た
い
決
心
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
と
う

と
う
駄
目
に
な
り
ま
し
た
。
父
が
こ
の
方
面
に
心
の
あ
っ
た
こ
と

は
、
そ
の
頃
品
川
さ
ん
や
大
隈
さ
ん
や
伊
藤
博
文
さ
ん
に
会
っ
た

と
云い

う
点
か
ら
み
て
も
わ
か
り
ま
す
」

　

山
県
が
ド
イ
ツ
な
ど
へ
の
欧
州
視
察
か
ら
帰
国
し
た
の
は
明
治
二

十
二
（
一
八
八
九
）
年
十
月
二
日
、
第
一
次
山
県
内
閣
の
発
足
は
同

年
十
二
月
二
十
四
日
で
あ
る
。
於
菟
の
言
葉
通
り
な
ら
、
鷗
外
と
山

県
の
初
対
面
は
明
治
二
十
二
年
末
か
ら
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
初

頭
に
な
る
。
鷗
外
は
前
年
の
明
治
二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
九
月
に

ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
て
い
た
。
陸
軍
医
と
し
て
本
格
的
な
キ
ャ

リ
ア
形
成
が
始
ま
る
と
同
時
に
、
作
家
と
し
て
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
の

小
説
『
舞
姫
』
を
発
表
（
明
治
二
十
三
年
一
月
）
し
た
頃
に
あ
た
る
。

た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
鷗
外
の
日
記
は
記
載
が
な
い
日
が
多
い
上
に

簡
潔
で
、
い
ず
れ
の
政
治
家
と
の
面
会
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
賀
古

ら
に
宛
て
た
書
簡
に
も
、
山
県
ら
と
会
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
記
述

は
な
い
。

　

大
日
本
帝
国
憲
法
の
公
布
に
伴
い
明
治
二
十
三
年
七
月
に
第
一
回

衆
院
選
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
於
菟
が
言
う
「
政
治
方
面
に

出
た
い
決
心
」
に
つ
い
て
、
鷗
外
研
究
者
の
山
崎
国
紀
著
『
評
伝　

森
鷗
外
』（
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）
は
、
鷗
外
は
立
候
補
資

格
が
な
い
軍
人
で
あ
り
、
か
つ
、
こ
の
年
は
ま
だ
二
十
八
歳
で
被
選

挙
権
を
有
す
る
三
十
歳
に
満
た
な
か
っ
た
と
指
摘
し
、「
鷗
外
が
政

治
家
志
望
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
鷗
外
自
身
が
発
言
し
た
確
固

た
る
も
の
で
な
く
、
於
菟
の
想
像
で
し
か
な
い
」
と
否
定
す
る
。

　

で
は
、
何
の
た
め
の
面
会
だ
っ
た
の
か
。「
品
川
さ
ん
」
は
後
に

内
務
大
臣
を
務
め
る
山
県
系
官
僚
の
品
川
弥
二
郎
、「
大
隈
さ
ん
」

は
肥ひ

前ぜ
ん

藩
（
現
在
の
佐
賀
県
）
出
身
で
後
に
首
相
と
な
る
大お
お
く
ま隈

重し
げ
の
ぶ信

だ
ろ
う
。
山
県
、
伊
藤
、
品
川
は
と
も
に
長
州
藩
出
身
の
有
力
者
。

大
隈
は
第
一
次
伊
藤
内
閣
時
に
外
相
を
務
め
て
い
た
。
明
治
二
十
年

代
前
半
の
明
治
政
府
は
長
州
閥
と
薩
摩
閥
と
い
う
二
大
勢
力
が
支
配

し
、
長
州
閥
で
は
初
代
首
相
の
伊
藤
が
最
有
力
者
で
、
山
県
は
そ
の

次
と
の
位
置
づ
け
だ
っ
た
。
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津つ

和わ

野の

と
い
う
小
藩
出
身
の
鷗
外
が
軍
官
僚
と
し
て
出
世
す
る
上

で
、
隣
藩
で
あ
る
長
州
の
有
力
者
と
の
パ
イ
プ
を
持
つ
に
越
し
た
こ

と
は
な
い
。
於
菟
の
言
う
「
政
治
的
方
面
に
出
た
い
」
と
は
、
政
治

的
パ
イ
プ
を
得
た
い
と
の
意
味
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
は
な
い

か
。
た
だ
し
、
こ
の
頃
は
手
当
た
り
次
第
に
有
力
者
と
会
っ
た
よ
う

で
、
山
県
一
人
に
絞
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。

　

面
会
が
か
な
っ
た
の
は
、
仲
介
す
る
人
物
が
い
た
め
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
山
県
の
欧
州
視
察
に
は
、
鷗
外
の
親
友
で
あ
る
陸
軍
医
の
賀

古
鶴
戸
が
同
行
し
た
。
ま
た
、
鷗
外
が
ド
イ
ツ
留
学
中
に
知
り
合
っ

た
都つ

築づ
き

馨け
い

六ろ
く

が
帰
国
後
に
外
務
省
入
り
し
、
第
一
次
山
県
内
閣
で
首

相
秘
書
官
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
親
密
な
関
係
を
築
く
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。

容
易
に
う
ち
と
け
な
い
山
県

　

鷗
外
の
随
筆
『
知
恵
袋
』（
明
治
三
十
一
年
発
表
）
の
以
下
の
記

述
は
、
山
県
と
の
面
会
を
描
い
た
の
で
は
な
い
か
と
鷗
外
研
究
者
は

指
摘
す
る
（
前
掲
の
山
崎
著
や
小
堀
桂
一
郎
『
森
鷗
外　

批
評
と
研

究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）。

「
わ
れ
嘗か
つ

て
始は
じ
めて
某
そ
れ
が
し

大
臣
に
引
見
せ
ら
れ
し
こ
と
あ
り
、
主
人
と

我
と
は
一
室
に
対
座
し
、
主
人
は
葉
巻
烟た
ば
こ草
を
啣く
わ

へ
て
我
言
を
聴

か
ん
と
欲
す
る
も
の
ゝ
如
し
、
わ
れ
は
談
ぜ
り
、
而し
か

る
に
主
人
は

答
へ
ざ
り
き
、
わ
れ
は
又
談
ぜ
り
、
而
る
に
主
人
は
又
答
へ
ざ
り

き
、
此か
く

の
如
く
す
る
も
の
反
復
数
次
に
し
て
、
主
人
は
啻た
だ

に
答
へ

ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
亦ま
た

わ
れ
に
暇い
と
まを

告つ
ぐ

る
機
会
を
だ
に
与
へ
ざ
り

き
、
わ
れ
は
三
十
分
以
上
の
腹ふ
っ
こ
う稿
（
＝
心
の
中
で
文
案
を
考
え
る

こ
と
）
な
き
演
説
を
な
し
た
る
な
り
、
い
か
な
る
愚
な
る
事
を
か

言
ひ
け
ん
、
お
ぼ
つ
か
な
し
」（『
鷗
外
全
集　

三
十
五
巻
』）

　

政
治
学
者
の
岡
義
武
は『
山
県
有
朋

─
明
治
日
本
の
象
徴

─
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
で
、
山
県
の
性
格
を
「
き
わ
め
て
慎

重
か
つ
神
経
質
で
あ
り
、
人
に
接
し
て
一
般
的
に
は
寡
黙
で
あ
り
、

態
度
に
お
い
て
謹
厳
で
あ
り
、
容
易
に
う
ち
と
け
よ
う
と
し
な
か
っ

た
」
と
評
す
る
。
そ
の
理
由
を
「
相
手
に
利
用
さ
れ
る
の
を
惧お
そ

れ
た

と
と
も
に
、
同
時
に
、
逆
に
相
手
の
利
用
価
値
を
見
き
わ
め
よ
う
と

し
た
た
め
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
鷗
外
は
こ
の
時
、
陸
軍
軍
医

学
校
の
若
き
一
教
官
に
過
ぎ
な
い
。
賀
古
や
都
築
の
つ
て
が
な
け
れ

ば
、
首
相
で
陸
軍
の
有
力
者
で
あ
る
山
県
と
面
会
で
き
る
立
場
で
は

な
い
。
山
県
に
と
っ
て
鷗
外
は
、
ま
だ
利
用
価
値
が
あ
る
よ
う
な
人

物
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
の
後
、
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
に
も
鷗
外
は
山
県
と
接

す
る
機
会
を
得
た
。
陸
軍
で
山
県
の
ブ
レ
ー
ン
だ
っ
た
啓
蒙
思
想
家

の
西に
し

周あ
ま
ねが

死
去
し
、
そ
の
評
伝
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
津
和

野
藩
出
身
の
大
先
輩
に
あ
た
る
西
は
森
家
と
血
縁
が
あ
り
、
鷗
外
は

上
京
し
た
ば
か
り
の
少
年
期
、
西
宅
に
下
宿
し
た
こ
と
が
あ
る
親
密

な
関
係
だ
っ
た
。
草
稿
が
完
成
す
る
と
、
山
県
は
じ
め
陸
軍
幹
部
に

校
正
を
依
頼
し
た
。
そ
の
年
二
月
二
十
三
日
の
鷗
外
の
日
記
に
以
下

の
記
述
が
あ
る
。
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「
西
紳
六
郎
（
＝
西
周
の
養
子
）
書
を
寄
せ
て
曰い
わ

く
。
山
県
侯
西

周
伝
未
定
稿
を
読
み
て
、
補
正
す
る
所
あ
り
。
又
詔ち
ょ
く

草そ
う

の
世
に

公お
お
や
けに

す
べ
か
ら
ざ
る
を
告
ぐ
と
」

　

西
が
関
わ
っ
た
「
勅
草
」
つ
ま
り
天
皇
が
発
す
る
勅
語
の
草
稿
と

は
、
山
県
の
下
で
制
定
さ
れ
た
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
の
軍
人

勅ち
ょ
く

諭ゆ

と
見
ら
れ
る
。
鷗
外
は
史
実
を
忠
実
に
記
し
た
の
だ
ろ
う
が
、

勅
諭
は
天
皇
が
自
ら
発
す
る
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え

が
山
県
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
実
際
に
は
別
に
作
成
者
が
い
る
と

い
う
秘
事
を
公
に
し
て
し
ま
っ
て
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
明
治
国

家
の
体
裁
が
保
て
な
い
。

　
『
西
周
伝
』
は
明
治
三
十
一
年
十
一
月
に
完
成
し
た
が
、
西
が
軍

人
勅
諭
に
関
わ
っ
た
と
の
記
述
は
な
い
。
草
稿
の
こ
の
部
分
は
山
県

の
意
を
受
け
削
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

西
を
契
機
と
し
て
も
山
県
と
接
近
す
る
こ
と
は
な
く
、
翌
年
に
発

足
し
た
第
二
次
山
県
内
閣
の
下
、
鷗
外
は
福
岡
・
小
倉
へ
転
属
と
な

る
。
鷗
外
が
陸
軍
省
の
昇
進
レ
ー
ス
に
敗
れ
た
「
左
遷
」
と
受
け
止

め
た
不
遇
の
時
代
で
あ
る
。

明
治
国
家
を
支
配
し
た
山
県
閥

　

戦
後
の
日
本
国
憲
法
下
の
議
院
内
閣
制
で
は
、
衆
院
の
過
半
数
を

占
め
る
政
党
の
党
首
が
首
相
と
な
り
、
参
院
で
も
選
挙
で
過
半
数
を

得
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
首
相
の
権
力
基
盤
は
盤
石
と
な
る
仕
組
み

だ
。
衆
参
の
国
政
選
挙
で
六
連
勝
し
た
安
倍
晋
三
元
首
相
に
よ
る
長

期
政
権
は
、「
自
民
一
強
」「
安
倍
一
強
」
と
呼
ば
れ
た
。

　

そ
れ
に
比
べ
て
明
治
憲
法
下
で
は
、
元
老
ら
の
推
薦
に
基
づ
き
天

皇
か
ら
任
命
さ
れ
る
首
相
の
権
限
は
弱
か
っ
た
。
選
挙
（
有
権
者
は

二
十
五
歳
以
上
の
男
子
の
み
。
一
九
二
五
年
以
前
は
納
税
額
に
よ
る

制
限
も
あ
っ
た
）
を
通
じ
て
衆
院
で
多
数
を
得
た
と
し
て
も
、
貴
族

院
、
枢
密
院
、
陸
海
軍
、
官
僚
閥
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
性
を
持
ち
、
制

度
と
し
て
一
元
的
な
支
配
が
難
し
い
構
造
だ
っ
た
。

　

山
県
は
ど
の
よ
う
に
権
力
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
。
以
下
、
前

掲
の
岡
著
と
伊
藤
之
雄
『
山
県
有
朋　

愚
直
な
権
力
者
の
生
涯
』（
文

藝
春
秋
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
考
に
見
て
い
き
た
い
。

　

山
県
の
キ
ャ
リ
ア
は
陸
軍
を
背
景
に
始
ま
っ
た
。
長
州
の
軍
人
に

お
い
て
戊ぼ

辰し
ん

戦
争
の
軍
功
が
最
も
大
き
く
、
近
代
日
本
軍
の
確
立
に

努
め
た
の
が
大
村
益ま
す

次じ

郎ろ
う

だ
っ
た
。
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
大

村
が
暗
殺
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
山
県
が
台
頭
し
た
。
明
治

六
（
一
八
七
三
）
年
に
初
代
陸
軍
卿
（
後
の
陸
軍
大
臣
）、
明
治
十

一
（
一
八
七
八
）
年
に
初
代
参
謀
本
部
長
に
就
い
た
。

　

力
の
源
泉
は
、
政
官
界
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
山
県
閥
の
存
在
だ
っ

た
。
天
皇
を
中
心
と
し
た
明
治
国
家
で
、
実
力
装
置
の
陸
軍
、
全
国

の
警
察
や
地
方
行
政
を
所
管
す
る
内
務
省
に
加
え
、
天
皇
の
周
囲
を

固
め
る
宮
内
省
（
今
の
宮
内
庁
）、
貴
族
院
（
今
の
参
議
院
。
有
権

者
に
よ
る
選
挙
で
な
く
、
天
皇
が
指
名
し
た
議
員
や
皇
族
な
ど
で
構

成
）、
枢
密
院
（
天
皇
の
諮
問
機
関
）
な
ど
の
要
職
を
子
飼
い
の
官

僚
ら
で
固
め
、
手
入
れ
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
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陸
軍
に
次
い
で
、
ま
ず
内
務
省
で
山
県
閥
が
作
ら
れ
た
。
明
治
十

六
（
一
八
八
三
）
年
に
内
務
卿
に
就
き
、
政
治
分
野
へ
の
進
出
が
始

ま
っ
た
。
明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
に
第
一
次
伊
藤
博
文
内
閣
が

発
足
す
る
と
、
そ
の
ま
ま
内
務
大
臣
に
就
い
た
。
戦
後
の
旧
自
治
、

旧
厚
生
、
旧
建
設
各
省
や
警
察
庁
を
合
わ
せ
た
巨
大
組
織
で
、
し
か

も
戦
前
の
知
事
は
内
務
官
僚
が
各
地
へ
派
遣
さ
れ
る
官
選
だ
っ
た
。

内
政
の
中
核
と
な
る
組
織
に
人
脈
を
張
り
巡
ら
せ
た
意
味
は
大
き

い
。

　

明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
の
第
二
次
伊
藤
内
閣
で
は
司
法
大

臣
に
就
任
。
翌
年
に
退
く
と
、
後
任
大
臣
に
自
ら
の
側
近
を
充
て
、

司
法
官
僚
に
も
勢
力
を
広
げ
た
。

　

並
行
し
て
手
を
入
れ
た
の
が
、貴
族
院
で
あ
る
。
明
治
二
十
三（
一

八
九
〇
）
年
の
第
一
回
衆
院
選
以
来
、
板
垣
退
助
率
い
る
自
由
党
や

大
隈
重
信
の
立
憲
改
進
党
な
ど
政
党
が
勢
力
を
伸
ば
し
た
こ
と
に
、

山
県
は
危
機
感
を
覚
え
て
い
た
。
法
律
の
制
定
に
は
衆
院
と
貴
族
院

の
両
院
に
よ
る
議
決
が
必
要
と
な
る
。
政
府
に
都
合
の
悪
い
法
案
を

衆
院
で
可
決
さ
れ
て
も
、
貴
族
院
を
抑
え
て
い
れ
ば
修
正
も
し
く
は

審
議
未
了
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
貴
族
院
議
員
の
一
部
は
天
皇
に

指
名
さ
れ
る
勅ち
ょ
く
せ
ん選で
、
実
態
と
し
て
は
政
府
が
上
奏
し
た
人
物
が
任

命
さ
れ
る
。
山
県
は
最
初
の
首
相
在
任
中
に
側
近
の
官
僚
を
勅
選
議

員
と
し
て
送
り
込
み
、
多
数
派
工
作
を
図
っ
た
。
功
を
奏
し
て
明
治

三
十
（
一
八
九
七
）
～
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
ご
ろ
に
は
、
山
県

系
官
僚
閥
が
貴
族
院
の
過
半
数
を
掌
握
す
る
に
至
っ
た
。

　

明
治
三
十
一
～
三
十
三
（
一
九
〇
〇
）
年
の
第
二
次
山
県
内
閣
で

も
権
力
固
め
に
余
念
が
な
か
っ
た
。
明
治
三
十
二
年
に
行
っ
た
文
官

任
用
令
の
改
正
と
文
官
分
限
令
の
制
定
は
、
幹
部
官
僚
で
あ
る
勅
任

官
に
つ
い
て
政
府
が
自
由
に
任
用
す
る
こ
と
を
制
限
し
た
。
政
党
内

閣
が
出
来
た
と
し
て
も
、
行
政
の
中
立
性
を
盾
に
民
間
の
政
党
員
を

幹
部
官
僚
に
政
治
任
用
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
山
県
系
官
僚
閥
を
揺
る

が
せ
な
い
よ
う
に
し
た
。

内
閣
の
『
製
造
者
』
で
あ
り
『
倒
壊
者
』

　

も
う
一
つ
は
、
軍
部
大
臣
現
役
武
官
制
で
あ
る
。
第
二
次
山
県
内

閣
下
の
明
治
三
十
三
年
、
陸
軍
大
臣
、
海
軍
大
臣
に
現
役
の
軍
人
が

就
く
慣
例
を
ル
ー
ル
化
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
陸
軍
省
、
海
軍
省
が

大
臣
を
出
さ
な
け
れ
ば
組
閣
で
き
な
く
な
る
。
陸
軍
省
の
幹
部
人
事

を
決
め
る
の
は
山
県
で
あ
る
。
気
に
入
ら
な
い
内
閣
を
崩
壊
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

同
郷
の
長
州
出
身
の
ラ
イ
バ
ル
・
伊
藤
博
文
の
後
を
追
っ
て
き
た

山
県
だ
が
、
こ
の
頃
に
は
明
治
政
府
内
の
勢
力
を
伊
藤
と
二
分
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。そ
し
て
、初
め
て
伊
藤
に
対
し
て
優
位
に
立
っ

た
の
が
、
明
治
三
十
四
（
一
九
〇
一
）
年
の
こ
と
だ
。
第
四
次
伊
藤

内
閣
が
行
き
詰
ま
り
、
第
一
次
桂
太
郎
内
閣
が
後
を
継
い
だ
。
桂
は

陸
軍
出
身
の
山
県
直
系
で
、
十
人
の
閣
僚
の
う
ち
首
相
を
含
む
七
人

を
山
県
系
が
占
め
た
。
自
ら
が
首
相
に
な
ら
ず
と
も
、
政
権
の
後
見

人
の
地
位
に
登
り
詰
め
た
。
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陸
軍
内
の
力
関
係
に
も
変
化
が
訪
れ
た
。
従
来
は
薩
摩
の
重
鎮
・

大
山
巌い
わ
おと

長
州
の
重
鎮
・
山
県
の
枠
に
よ
り
重
要
人
事
を
決
定
し
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
児
玉
源
太
郎

内
務
大
臣
を
参
謀
本
部
次
長
に
転
じ
る
人
事
に
つ
い
て
、
大
山
が
参

謀
本
部
総
長
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
県
と
桂
の
枠
で
決
定
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

　

桂
退
陣
後
の
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
一
月
に
発
足
し
た
第

一
次
西さ
い

園お
ん

寺じ

公き
ん

望も
ち

内
閣
は
、
閣
僚
に
山
県
系
勢
力
を
抱
え
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
山
県
の
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
内
閣
は
政
権
運
営
に
行
き
詰

ま
っ
た
。「
名
実
と
も
に
『
内
閣
製
造
者
』
で
あ
り
、
ま
た
『
内
閣

倒
壊
者
』
で
あ
っ
た
」（
岡
著
）。

　

明
治
政
府
の
要
所
に
側
近
を
布
石
の
よ
う
に
張
り
巡
ら
せ
た
上

に
、
力
の
中
枢
で
あ
る
陸
軍
省
の
重
要
人
事
で
も
山
県
閥
支
配
が
確

立
し
た
。
鷗
外
が
再
び
山
県
に
接
近
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
時
期
で

あ
る
。
数
あ
る
有
力
政
治
家
の
一
人
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
権
力
者

の
地
位
に
登
り
詰
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

「
山
県
元
帥
に
名
を
し
ら
れ
る
」

　

明
治
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
十
一
月
、『
大
戦
学
理
』
と
題
し

て
鷗
外
が
刊
行
し
た
翻
訳
が
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン

の
軍
人
・
ク
ラ
ウ
ゼ
ビ
ッ
ツ
が
記
し
た
軍
事
・
戦
略
論
の
古
典
的
名

著
『
戦
争
論
』
を
、
日
本
人
と
し
て
初
め
て
翻
訳
し
た
の
だ
。

　

時
間
に
余
裕
の
で
き
た
小
倉
勤
務
時
代
に
翻
訳
を
始
め
た
も
の

だ
っ
た
。
鷗
外
は
「
左
遷
」
と
受
け
止
め
て
い
た
よ
う
だ
が
、
小
倉

で
の
蓄
積
が
作
家
と
し
て
も
官
僚
と
し
て
も
後
の
飛
躍
に
つ
な
が

る
。

　

鷗
外
の
末
弟
・
森
潤
三
郎
は
『
鷗
外
森
林
太
郎
』（
丸
井
書
店
、

一
九
四
二
年
）
で
「
こ
の
事
は
軍
人
社
会
に
兄
の
声
望
を
重
か
ら
し

め
、
山
県
元
帥
に
名
を
知
ら
れ
る
因
と
な
つ
た
」「
公
（
＝
山
県
）

に
は
初
め
一
向
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
戦
論
の
翻
訳
か
ら
人
物
技

量
を
見
直
さ
れ
、
後
に
は
大
い
に
信
用
を
得
て
、
公
私
に
つ
け
て
庇

護
を
被
つ
た
」
と
記
す
。

　
『
舞
姫
』な
ど
で
既
に
小
説
家
と
し
て
は
名
を
上
げ
て
い
た
が
、『
大

戦
学
理
』
の
翻
訳
に
よ
り
軍
人
と
し
て
の
功
績
も
山
県
の
耳
に
入
る

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
よ
う
や
く
山
県
に
と
っ
て
「
利
用
価
値
が
あ

る
人
物
」（
岡
著
『
山
県
有
朋
』）
と
認
め
ら
れ
る
条
件
が
整
っ
た
。

た
だ
、
親
密
に
な
る
の
は
き
っ
か
け
が
必
要
だ
。

「
鷗
外
と
賀
古
が
招
い
た
」

　

明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
に
発
足
し
た
歌
会
・
常
磐
会
は
、

山
県
を
中
心
に
、
賀
古
と
鷗
外
が
幹
事
で
、
選
者
は
小こ

出い
で

粲つ
ば
ら、

大
口

鯛た
い

二じ

、
井
上
通み
ち

泰や
す

、
佐
佐
木
信の
ぶ
つ
な綱
の
計
七
人
の
メ
ン
バ
ー
で
始
ま
っ

た
。
山
県
は
陸
軍
の
長
老
、
鷗
外
と
賀
古
は
陸
軍
医
、
他
の
四
人
は

著
名
な
歌
人
で
あ
る
。
ち
な
み
に
井
上
は
、
民
俗
学
者
・
柳
田
国
男

の
実
兄
に
あ
た
る
。

　

発
足
の
経
緯
に
つ
い
て
、
鷗
外
や
賀
古
と
東
京
大
医
学
部
の
同
窓
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で
古
く
か
ら
の
友
人
だ
っ
た
井
上
と
、
歳
年
少
の
佐
々
木
が
記
録
を

残
し
て
い
る
。
中
村
文
雄
氏
の
論
文
「
森
鷗
外
と
常
磐
会

─
主
に

会
の
発
意
者
に
つ
い
て

─
」（『
鷗
外
』
七
五
号
、森
鷗
外
記
念
会
、

二
〇
〇
四
年
）
を
参
考
に
整
理
し
て
み
た
い
。

　

最
も
早
い
時
期
の
も
の
は
、
井
上
が
編
者
と
な
っ
た
『
常
磐
会
詠

草
』（
歌
学
書
院
、
一
九
〇
九
年
四
月
二
十
日
発
行
）
で
あ
る
。
各

人
の
詠
ん
だ
歌
が
収
録
さ
れ
、
巻
末
付
録
に
「
常
磐
会
の
沿
革
並
に

会
則　

井
上
通
泰
先
生
談
話　

宮
内
猪
之
熊
筆
記
」
と
記
さ
れ
た
文

章
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「
明
治
三
十
九
年
六
月
十
日
の
夜
、
森
林
太
郎
、
賀
古
鶴
戸
の
二

氏
が
小
出
粲
、
大
口
鯛
二
、
佐
佐
木
信
綱
の
三
氏
と
余
と
を
浜
町

一
丁
目
な
る
酒し
ゅ
ろ
う楼
常と
き
わ磐
に
招
き
て
明
治
の
時
代
に
相
当
な
る
歌
調

を
研
究
す
る
為た
め

に
一
会
を
起
こ
さ
ん
事
を
勧
め
ら
れ
た
。
余
は
か

ね
て
小
出
翁
と
共
に
現
時
の
歌
風
に
極
端
な
る
旧
派
と
極
端
な
る

新
派
と
あ
り
、
そ
の
両
端
の
間
に
又
あ
ま
た
の
派
が
あ
っ
て
後
進

の
嚮む
か

ふ
所
に
迷
ふ
べ
き
事
を
嘆
い
て
何
と
か
せ
ず
ば
な
る
ま
い
な

ど
云い

ひ
合
っ
た
事
も
あ
る
事
で
あ
る
か
ら
無
論
森
、
賀
古
二
氏
の

勧
告
に
応
じ
た
。

　

大
口
、
佐
々
木
二
氏
も
異
論
が
無
か
っ
た
か
ら
、
即
座
に
森
、

賀
古
二
氏
が
幹
事
と
な
り
小
出
、
佐
々
木
三
氏
と
余
と
が
選
者
と

な
っ
て
一
会
を
起
こ
す
事
に
定
ま
っ
た
。
其
後
賀
古
氏
か
ら
話
の

つ
い
で
に
此
事
を
山
県
公
に
申
し
上
げ
た
所
が
、
公
爵
も
非
常
に

喜
ば
れ
て
力
を
添
へ
ら
る
る
事
を
約
せ
ら
れ
た
」（
※
傍
線
は
筆

■歌会・常磐会発足時のメンバー

出生年 肩　書

主宰 山県　有朋 1838 元老、陸軍の長老

幹事

※賀古鶴所 1855 陸軍医、山県の側近

※森林太郎 1862 陸軍医、作家

選者

小出　　粲 1833 歌人、山県の師匠

大口　鯛二 1864 歌人

※井上通泰 1866 歌人

佐佐木信綱 1872 歌人

※は東京大医学部の同窓で旧知の仲

井上通泰

佐佐木信綱＝鈴鹿市提供
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者
）

　

鷗
外
と
賀
古
の
二
人
が
井
上
ら
歌
人
の
四
人
を
浜
町
（
現
在
の
東

京
・
日
本
橋
）
の
料
理
屋
・
常
磐
に
招
い
て
会
を
起
こ
す
よ
う
勧
め
、

そ
の
後
に
賀
古
が
山
県
に
話
を
し
た
と
こ
ろ
、「
公
爵
（
＝
山
県
）

も
非
常
に
喜
ば
れ
て
力
を
添
へ
ら
る
る
こ
と
を
約
せ
ら
れ
た
」
と
い

う
話
の
流
れ
だ
。
発
意
者
は
鷗
外
と
賀
古
と
な
っ
て
い
る
。
会
の
開

催
と
並
行
し
て
編
集
さ
れ
た
公
式
な
記
録
の
た
め
、
山
県
も
読
ん
だ

上
で
同
意
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
。
図
式
化
す
る
と
以
下

の
通
り
だ
。

　
◇
常
磐
会
発
足
の
経
緯
①
（
井
上
『
常
磐
会
詠
草
』
に
よ
る
）

日
時
不
明　

賀
古
と
鷗
外
が
歌
会
を
計
画

　

↓
六
月
十
日　

賀
古
ら
が
井
上
、
佐
々
木
、
小
出
、
大
口
を
酒
楼
常
磐

に
誘
う

　

↓
日
時
不
明　

賀
古
か
ら
山
県
に
歌
会
の
計
画
を
話
す
と
、
山
県
が
喜

び
支
援
を
申
し
出
た

　

↓
九
月
二
十
三
日　

第
一
回
常
磐
会
を
開
催

ぶ
れ
る
井
上
通
泰
の
回
想

　

大
正
十
一
（
一
九
二
二
）
年
二
月
、
山
県
が
死
去
す
る
と
、
井
上

は
異
な
っ
た
回
想
を
し
て
い
る
。
そ
の
月
の
雑
誌
『
太
陽
』
の
「
山

県
有
朋
追
悼
特
集
号
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
歌
人
と
し
て
の
含が
ん

雪せ
つ

公こ
う

」

で
あ
る
。
山
県
は
「
含
雪
」
と
号
し
て
い
た
。

「
公
が
如い

か何
に
、
時
代
に
順
応
し
た
新
し
い
歌
を
翹
ぎ
ょ
う

望ぼ
う

さ
れ
た
か

と
い
ふ
事
を
最
も
顕
著
に
語
る
も
の
は
、常
磐
会
の
創
設
で
あ
る
。

恰ち
ょ
う
ど度
明
治
三
十
九
年
の
事
で
、〝
ど
う
も
現
代
の
歌
壇
を
見
る
に
、

極
端
な
新
派
と
極
端
な
旧
派
と
が
有
り
、
其
の
間
に
又
大
小
幾
つ

も
の
派
が
あ
っ
て
、
後
進
は
其そ

の
何い
ず

れ
に
就つ
い

て
い
い
も
の
か
全
く

選
択
に
困
る
有
様
で
あ
る
。

　

で
あ
る
か
ら
現
代
の
大
家
が
寄
合
っ
て
相
談
の
上
、
歌
壇
の
灯

明
台
と
な
り
、
さ
う
し
て
正
し
い
方
向
を
定
め
て
貰も
ら

ふ
事
に
し
た

い
〟
と
い
う
公
の
希
望
で
も
っ
て
、
森
林
太
郎
、
賀
古
鶴
戸
の
両

君
が
幹
事
と
な
り
、
小
出
粲
、
佐
佐
木
信
綱
、
大
口
鯛
二
の
三
君

と
私
と
四
人
が
選
者
と
な
り
、
そ
れ
に
公
爵
を
加
へ
、
都
合
七
人

が
会
員
と
な
っ
て
、
此
の
会
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
」

　
「
極
端
な
新
派
と
極
端
な
旧
派
」
に
分
断
し
て
し
ま
っ
た
歌
壇
の

現
状
に
何
と
か
対
応
し
た
い
、と
い
う
発
言
は
、山
県
存
命
中
の
『
常

磐
会
詠
草
』
で
は
井
上
の
考
え
で
あ
っ
た
も
の
が
、『
山
県
有
朋
追

悼
特
集
号
』で
は
山
県
本
人
の
言
葉
に
置
き
換
わ
っ
た
。し
か
も
、「
公

（
＝
山
県
）
の
希
望
で
も
っ
て
、（
中
略
）
此
の
会
が
生
ま
れ
た
」
と

発
意
者
は
山
県
に
な
っ
て
い
る
。
中
村
文
雄
氏
は
「
追
悼
号
と
い
う

性
格
上
、
山
県
に
花
を
持
た
せ
る
、
と
い
う
よ
う
な
細
心
の
配
慮
か

ら
で
あ
ろ
う
か
」
と
推
測
す
る
。
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た
だ
し
、
山
県
の
公
式
な
評
伝
で
あ
る
徳と
く

富と
み

蘇そ

峰ほ
う

編
述
『
公
爵
山

県
有
朋
伝
』（
原
書
房
、
一
九
三
三
年
）
で
は
、
当
初
井
上
が
記
し

た
筋
書
き
に
戻
っ
た
。

「
明
治
三
十
九
年
の
夏
、
小
出
粲
、
井
上
通
泰
、
大
口
鯛
二
、
佐
々

木
信
綱
、森
林
太
郎
、賀
古
鶴
戸
等
胥と
も
に

謀は
か

り
、歌
道
研
究
の
為
に
、

常
磐
会
を
興
す
や
、
公
は
賛
成
し
て
、
隠
然
之
に
声
援
し
た
の
で
、

同
会
は
大
に
発
展
し
、
明
治
大
正
時
代
の
歌
道
に
寄
与
す
る
所
少

な
く
な
か
つ
た
」

　

こ
れ
に
続
き
、『
常
磐
会
詠
草
』の
井
上
談
話
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

公
式
な
評
伝
な
ら
山
県
を
持
ち
上
げ
て
、
山
県
の
発
意
に
よ
る
歌

会
だ
と
描
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
県
は
後

援
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
真
実
性
が
伺
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
著
作
の
冒
頭
に
あ
る
「
例
言
」
で
、
編
集
を
援
助
し
た
者
と
し

て
当
時
存
命
だ
っ
た
井
上
、
佐
々
木
、
賀
古
の
名
前
が
あ
る
た
め
、

三
人
が
了
解
し
た
上
で
の
記
述
の
は
ず
だ
。

食
い
違
う
参
加
者
の
証
言

　

と
こ
ろ
が
、
井
上
の
談
話
を
覆
す
証
言
が
出
て
き
た
。
昭
和
三
十

六
（
一
九
六
一
）
年
二
月
に
雑
誌
『
文
学
』
に
掲
載
さ
れ
た
佐
々
木

信
綱
「
常
磐
会
回
顧
」
で
あ
る
。
会
の
メ
ン
バ
ー
で
歳
年
少
だ
っ
た

佐
々
木
も
こ
の
年
九
十
歳
。
唯
一
の
存
命
者
だ
っ
た
。
昭
和
十
二（
一

九
三
七
）年
に
文
化
勲
章
を
受
章
し
、国
文
学
や
歌
道
の
重
鎮
と
な
っ

て
い
た
。

　
「
常
磐
会
が
ど
う
し
て
起
こ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、『
常
磐
会
詠

草
』
初
編
付
録
の
井
上
通
泰
君
の
文
章
（
常
磐
会
の
沿
革
並
に
会
則
）

に
出
て
お
る
の
と
、
自
分
の
記
憶
と
は
い
さ
さ
か
た
が
い
が
あ
る
よ

う
に
お
も
う
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
反
論
し
た
の
だ
。

　
「
明
治
三
十
九
年
六
月
の
初
め
、
賀
古
さ
ん
が
来
ら
れ
て
、〝
こ

の
十
日
に
浜
町
の
常
磐
で
夕
飯
を
さ
し
あ
げ
た
い
。
皆
知
っ
て
い

る
人
ば
か
り
だ
、
来
給た
ま

え
〟
と
い
わ
れ
た
。（
中
略
）
食
後
に
賀

古
さ
ん
は
、〝
今
日
の
会
は
実
は
山
県
公
の
お
頼
み
で
あ
る
。公
は
、

は
や
く
維
新
の
際
に
も
、
西
南
の
役
に
も
名
高
い
歌
を
詠
ま
れ
て

お
ら
れ
る
が
、
こ
の
間
、
森
君
と
二
人
で
お
招
か
れ
し
た
時
の
お

話
に
、
自
分
は
若
い
時
は
同
国
の
近
藤
芳
樹
翁
に
つ
い
た
。

　

そ
の
没
後
は
小
出
粲
君
に
つ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
近
頃
の
歌

は
変
わ
っ
て
き
た
。
歌
よ
み
の
す
ぐ
れ
た
人
々
を
集
め
て
夕
飯
を

あ
げ
て
食
後
ゆ
っ
く
り
歌
の
話
を
聞
き
た
い
。
隔
月
く
ら
い
に
二

人
が
幹
事
と
な
っ
て
会
を
開
い
て
ほ
し
い
と
の
公
の
お
頼
み
で
あ

る
か
ら
〟
と
い
わ
れ
た
」（
※
傍
線
は
筆
者
）

　

こ
れ
に
先
立
つ
昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
、
国
文
学
者
の
古

川
清
彦
氏
が
佐
々
木
に
書
面
で
尋
ね
る
と
、『
常
磐
会
詠
草
』
の
井

上
談
に
つ
い
て
「
其
後
賀
古
氏
か
ら
云う
ん

々ぬ
ん

は
あ
や
ま
り
居お
り

候そ
う
ろ
う

　

井

上
君
い
か
で
あ
や
ま
り
か
ゝ
れ
け
む
と
い
ぶ
か
し
く
候
」
と
返
信
が

あ
っ
た
。
翌
年
に
面
会
し
て
質
す
と
、
佐
々
木
は
「
こ
の
会
は
山
県

の
発
意
に
よ
る
も
の
」
と
明
言
し
た
と
い
う
。（
古
川
清
彦
「
森
鷗

外
と
常
磐
会
㈠
」『
研
究
論
集　

第
10
号
第
1
部
』
所
収
、
宇
都
宮
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大
学
学
芸
学
部
、
一
九
六
一
年
）。

　

つ
ま
り
、
佐
々
木
の
記
憶
に
よ
る
と
、
賀
古
に
誘
わ
れ
て
酒
楼
常

磐
に
行
く
と
、
賀
古
は
「
今
日
の
会
は
実
は
山
県
公
の
お
頼
み
で
あ

る
」
と
話
し
、
歌
会
の
計
画
を
明
か
し
た
と
い
う
の
だ
。
こ
れ
ま
で

は
他
の
年
長
者
に
配
慮
し
て
い
た
が
、そ
の
必
要
も
な
く
な
り
、佐
々

木
の
知
る
「
事
実
」
を
最
後
の
言
葉
と
し
て
語
り
始
め
た
の
だ
ろ
う

か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
発
意
者
を
特
定
す
る
に
は
、
山
県
の
関
与
が
ど

の
時
点
で
あ
っ
た
の
か
が
鍵
と
な
る
。

　
◇
常
磐
会
発
足
の
経
緯
②
（
佐
々
木
「
常
磐
会
回
顧
」
に
よ
る
）

日
時
不
明　

山
県
が
賀
古
に
歌
会
開
催
を
依
頼

　

↓
六
月
十
日　

賀
古
ら
が
井
上
、
佐
々
木
、
小
出
、
大
口
を
酒
楼
常
磐

に
誘
う
。
賀
古
が
「
今
日
の
会
は
山
県
公
の
お
頼
み
で
あ
る
」
と
発

言
　

↓
九
月
二
十
三
日　

第
一
回
常
磐
会
を
開
催

新
た
に
発
見
さ
れ
た
井
上
書
簡

　

近
年
新
た
な
発
見
が
あ
っ
た
。
井
上
通
泰
が
鷗
外
に
宛
て
た
明
治

三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
六
月
十
八
日
の
書
簡
で
あ
る
。
鷗
外
の
長

女
・
森
茉ま

り莉
が
嫁
い
だ
先
の
遺
族
が
、
保
管
さ
れ
て
い
た
約
四
百
通

の
鷗
外
宛
書
簡
を
見
つ
け
、
没
後
百
年
の
節
目
と
な
っ
た
二
〇
二
二

年
に
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
通
だ
。

　

山
県
を
除
く
、
鷗
外
や
賀
古
、
井
上
ら
会
の
参
加
者
六
人
が
料
理

屋
・
常
磐
に
集
い
、
新
た
な
歌
会
の
計
画
を
話
し
合
っ
た
の
が
六
月

十
日
。
そ
の
八
日
後
の
や
り
と
り
で
あ
る
。

　

書
簡
で
は
、前
日
の
十
七
日
夕
方
に
山
県
邸
に
呼
ば
れ
た
井
上
が
、

そ
の
時
の
様
子
や
山
県
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。

「
先せ
ん
だ
っ達
て
賀
古
の
話
に
、
井
上
に
何
か
企
く
わ
だ
てが
あ
る
、
と
云い

つ
て
居

た
が
ど
う
云い

ふ
事
か
。
く
は
し
く
聞
き
た
い
」

　

山
県
か
ら
こ
う
尋
ね
ら
れ
た
井
上
は
、「
例
の
件
」
を
詳
し
く
話

し
た
。
す
る
と
山
県
は
「
非
常
に
相あ
い

喜よ
ろ
こば
れ
」、
以
下
の
よ
う
に
話

を
し
た
と
い
う
。

「
か
ゝ
る
事
は
高
崎
こ
そ
申
も
う
し

出い

づ
べ
き
こ
と
な
る
に
、
そ
の
沙
汰

な
き
は
遺
憾
な
り
。
し
か
し
幸
さ
い
わ
いに
足そ
っ

下か

の
如
き
人
あ
り
て
、
か
ゝ

る
企
に
及
び
し
は
、
道
の
未
い
ま
だ
お
と
ろ
衰
へ
ざ
る
な
り
。
此
家
（
水
道
町
）

を
用
立
つ
る
は
勿も
ち
ろ
ん論

、
自
分
に
出
来
る
事
は
何
で
も
す
べ
し
。
但た
だ

残
念
な
が
ら
、
そ
の
会
は
永
続
せ
ざ
る
べ
し
。
し
か
し
、
永
続
せ

ず
と
も
一
度
さ
る
会
を
企
て
た
だ
け
の
利
益
は
必
か
な
ら
ずあ
る
べ
し
」

　

二
〇
二
二
～
二
三
年
に
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
で
催
さ
れ
た
特

別
展
に
展
示
さ
れ
た
。
監
修
し
た
大
妻
女
子
大
の
須
田
喜
代
次
名
誉

教
授
（
森
鷗
外
記
念
会
会
長
）
に
よ
る
と
、「
高
崎
」
と
は
宮
内
省

の
御
歌
所
長
を
務
め
た
歌
人
・
高
崎
正ま
さ
か
ぜ風
を
指
す
。
要
職
に
あ
る
高

崎
が
こ
う
し
た
会
を
企
画
し
な
い
こ
と
は
残
念
だ
が
、
山
県
の
「
足

下
」（
身
近
）
に
い
た
井
上
た
ち
が
歌
会
を
始
め
る
試
み
は
歌
道
が
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未
だ
衰
え
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
大
変
喜
ん
で
い
る
と
い

う
内
容
だ
。
山
県
が
水
道
町
の
自
宅
を
開
催
場
所
と
し
て
提
供
す
る

な
ど
で
き
る
限
り
の
支
援
を
申
し
出
た
こ
と
は
、
そ
の
後
に
実
現
し

て
い
る
。

　

書
簡
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
歌
会
の
計
画
を
最
初
に
山
県
に
伝

え
た
の
は
賀
古
で
、
山
県
の
発
意
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。「
ど

う
云
ふ
事
か
。
く
は
し
く
聞
き
た
い
」と
山
県
が
尋
ね
た
こ
と
か
ら
、

発
意
者
は
賀
古
ら
で
あ
る
と
推
察
で
き
る
。
山
県
が
提
案
し
た
の
で

あ
れ
ば
、「
残
念
な
が
ら
、
そ
の
会
は
永
続
せ
ざ
る
べ
し
」
と
否
定

的
な
見
方
を
示
す
は
ず
が
な
い
。
想
定
外
の
提
案
だ
っ
た
の
で
、「
永

続
せ
ず
と
も
一
度
さ
る
会
を
企
て
た
だ
け
の
利
益
は
必
あ
る
べ
し
」

と
手
放
し
で
喜
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

　

書
簡
の
後
半
で
井
上
は
「
こ
れ
全
て
貴
兄
並
び
に
賀
古
君
の
ご
配

慮
の
結
果
」
と
記
し
た
。
鷗
外
に
感
謝
の
言
葉
を
伝
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
鷗
外
と
賀
古
が
協
力
し
て
事
を
進
め
た
の
だ
ろ
う
。
山
県
の

関
心
を
引
こ
う
と
、
賀
古
と
鷗
外
が
仕
組
ん
だ
よ
う
に
読
め
る
。

　

そ
し
て
「
賀
古
君
に
は
い
づ
れ
侯
爵
（
＝
山
県
）
よ
り
御
話
あ
る

べ
し
と
存
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
月
十
七
日
夜
以
降
に
山
県
か

ら
賀
古
に
謝
意
が
伝
え
ら
れ
た
は
ず
だ
。
六
月
十
日
の
会
合
の
後
に

賀
古
か
ら
山
県
に
会
の
趣
旨
を
話
し
た
と
い
う
井
上『
常
磐
会
詠
草
』

の
傍
線
部
分
に
つ
い
て
、
佐
々
木
は
「
其
後
賀
古
氏
か
ら
云
々
は
あ

や
ま
り
居
候
」
と
指
摘
す
る
が
、
井
上
書
簡
か
ら
は
事
実
の
可
能
性

が
高
い
と
推
察
で
き
る
。
会
の
発
足
と
同
時
進
行
で
書
か
れ
た
一
次

文京区立森鷗外記念館で二〇二二～二三年に開かれた特別展に展示された井上通泰
筆の鷗外宛書簡（明治三十九年六月十八日）＝森鷗外記念館（津和野）寄託
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史
料
の
た
め
、
記
憶
に
基
づ
い
た
後
の
回
顧
よ
り
信
憑
性
が
高
い
。

山
県
の
言
葉
に
つ
い
て
も
、
佐
々
木
の
回
想
は
賀
古
か
ら
の
伝
聞
な

の
に
対
し
、
井
上
は
山
県
か
ら
直
接
聞
い
て
い
る
。

常
磐
会
発
足
の
真
相

　

井
上
書
簡
に
基
づ
き
、『
常
磐
会
詠
草
』
を
補
足
す
る
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。

　
◇
常
磐
会
発
足
の
経
緯
③
（
井
上
書
簡
に
よ
る
）

日
時
不
明　

賀
古
と
鷗
外
が
歌
会
を
計
画

　

↓
六
月
十
日　

賀
古
ら
が
井
上
、
佐
々
木
、
小
出
、
大
口
を
酒
楼
常
磐

に
誘
う

　

↓
六
月
十
七
日
午
後　

山
県
に
呼
ば
れ
た
井
上
が
計
画
を
話
す
と
、
山

県
が
喜
び
支
援
を
申
し
出
た

　

↓
六
月
十
七
日
夜
以
降　

山
県
が
賀
古
に
謝
意
を
伝
え
る

　

↓
九
月
二
十
三
日　

第
一
回
常
磐
会
を
開
催

　　

須
田
氏
は
「
山
県
側
か
ら
何
か
働
き
か
け
て
鷗
外
た
ち
を
動
か
し

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
鷗
外
・
賀
古
そ
し
て
何
よ
り
井
上
の
存

在
が
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
う
」
と
解
説
す
る
。
賀
古
、
鷗
外
が
主

導
し
、
そ
れ
に
井
上
が
協
力
し
た
三
人
の
合
作
と
い
え
よ
う
。
歌
人

と
し
て
の
存
在
感
を
高
め
た
い
井
上
に
も
、
山
県
と
接
近
し
た
い
思

い
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
井
上
は
会
が
発
足
し
た
翌
年
、
新
年
の
歌う
た

会か
い

始は
じ
めを
仕
切
る
宮
内
省
の
役
職
で
あ
る
御お

歌う
た

所ど
こ
ろ

寄よ
り

人う
ど

に
就
任
し
て
い

る
。

　

で
は
、
佐
々
木
の
記
憶
と
の
食
い
違
い
を
ど
う
説
明
す
れ
ば
い
い

の
か
。

　

山
県
が
新
た
な
歌
会
を
催
し
た
い
と
の
意
向
を
持
っ
て
い
た
こ
と

は
、
井
上
書
簡
の
「
か
ゝ
る
事
は
高
崎
こ
そ
申
出
づ
べ
き
こ
と
な
る

に
、
そ
の
沙
汰
な
き
は
遺
憾
な
り
」
と
い
う
山
県
の
言
葉
か
ら
伺
え

る
。
山
県
側
近
の
賀
古
は
山
県
の
意
向
を
忖
度
し
、
陸
軍
内
の
昇
進

レ
ー
ス
で
後
ろ
盾
を
必
要
と
し
て
い
た
鷗
外
を
誘
い
計
画
を
立
て
た

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
際
に
相
談
し
た
の
が
、
若
い
頃
か
ら
付
き
合

い
の
あ
っ
た
井
上
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
他
の
名
だ
た
る
歌
人
を
誘
う
に
は
口
実
が
必
要
だ
。
そ

こ
で
「
今
日
の
会
は
実
は
山
県
公
の
お
頼
み
で
あ
る
」（
佐
々
木
「
常

磐
会
回
顧
」）
と
い
う
こ
と
に
し
て
、
佐
々
木
た
ち
を
納
得
さ
せ
た

の
だ
ろ
う
。
歳
年
少
の
佐
々
木
は
こ
う
し
た
事
情
を
知
ら
さ
れ
ず
、

山
県
の
た
め
の
歌
会
と
い
う
賀
古
の
説
明
を
額
面
通
り
に
受
け
止
め

た
の
で
は
な
い
か
。

「
常
磐
会
に
政
治
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
き
い
た
。（
中
略
）
会

の
当
日
は
政
治
の
方
面
の
話
は
殆ほ
と
んど
出
な
か
っ
た
。
我
々
は
明
治
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の
元
勲
が
歌
の
道
を
重
ん
じ
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
好
意
に
対
し
て

行
っ
た
の
で
、
会
の
当
日
は
全
く
世せ

外が
い

の
日
と
い
う
て
よ
い
」

（
佐
々
木
「
常
磐
会
回
顧
」）

　

こ
の
言
葉
は
佐
々
木
側
か
ら
見
え
た
「
事
実
」
で
あ
ろ
う
。
歌
道

を
極
め
た
生
粋
の
歌
人
で
あ
る
佐
々
木
に
と
っ
て
、
歌
会
に
政
治
性

の
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。そ
れ
は
歌
人
と
し
て
の
矜
持
で
も
あ
る
。

　

発
足
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
が
込
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
山
県
の
死

ま
で
十
五
年
余
毎
月
続
き
、
山
県
も
鷗
外
も
多
く
の
歌
を
残
し
た
。

歌
会
そ
の
も
の
の
価
値
が
損
な
わ
れ
る
訳
で
は
な
い
。

山
県
閥
の
一
角
と
し
て

　

常
磐
会
が
発
足
し
た
翌
年
の
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
十
一
月
、

鷗
外
は
陸
軍
省
医
務
局
長
に
昇
進
し
た
。
山
県
に
と
っ
て
も
鷗
外
は

「
利
用
価
値
」
の
あ
る
人
物
と
な
っ
て
お
り
、
常
磐
会
以
外
の
場
で

も
た
び
た
び
面
会
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
鷗
外
先
生
は
山
県
公
に
社
会
主
義
に
つ
い
て
講
義
を
し
て
い
る

そ
う
で
す
」

　

大
逆
事
件
の
起
き
た
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
ご
ろ
、
鷗
外

と
親
交
の
あ
っ
た
劇
作
家
・
小お

山さ

内な
い

薫か
お
るが
小
泉
信
三
（
戦
後
に
慶
應

義
塾
長
）
に
語
っ
た
と
い
う
（「
山
県
有
朋
と
森
鷗
外
」、『
小
泉
信

三
全
集
』
第
二
十
巻
、
文
藝
春
秋
、
一
九
六
七
年
）。
外
国
語
を
読

め
な
い
山
県
は
さ
ま
ざ
ま
な
ブ
レ
ー
ン
か
ら
海
外
事
情
を
収
集
し
て

い
た
が
、
鷗
外
も
そ
の
一
人
に
加
え
ら
れ
た
よ
う
だ
。

　

常
磐
会
に
は
、
佐
々
木
が
言
う
よ
う
な
政
治
の
密
談
を
か
わ
す
場

と
な
る
狭
い
意
味
で
の
政
治
性
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
権
力
者
の

山
県
と
近
づ
き
後
ろ
盾
を
得
る
広
い
意
味
で
の
政
治
性
は
あ
っ
た
。

　

作
家
と
し
て
の
創
作
活
動
に
も
プ
ラ
ス
に
働
い
た
。
詩
人
の
木
下

杢も
く

太た

郎ろ
う

は
「
陸
軍
に
於
け
る
鷗
外
の
位
地
が
安
定
し
て
、
ま
は
り
に

遠
慮
や
気
兼
を
す
る
こ
と
な
し
に
、
自
分
の
思
ふ
ま
ま
に
振
舞
ふ
こ

と
が
出
来
た
」（「
森
鷗
外
」、『
芸
林
間
歩
』
岩
波
書
店
、
昭
和
十
一

年
）
と
指
摘
す
る
。
実
際
、小
説
家
と
し
て
の
鷗
外
が
『
青
年
』『
雁
』

『
阿
部
一
族
』『
山
椒
大
夫
』『
高
瀬
舟
』
な
ど
後
期
の
代
表
作
を
次
々

と
生
み
出
し
た
の
は
医
務
局
長
時
代
に
集
中
し
て
お
り
、「
豊
穣
の

時
代
」
と
呼
ば
れ
る
。

　

明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
は
、
自
ら
の
体
験
を
踏
ま
え
て

青
年
哲
学
者
の
性
欲
史
を
綴
っ
た
小
説
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』

が
発
禁
処
分
と
な
り
、
陸
軍
の
石
本
新
六
次
官
か
ら
戒
か
い
ち
ょ
く飭

処
分
を
受

け
た
。
北
海
道
師
団
が
食
中
毒
事
件
を
起
こ
し
た
際
に
は
、
把
握
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
元
上
官
の
石
黒
直た
だ
の
り悳
か
ら
と
が
め
ら
れ
、「
余

り
小
説
を
書
き
過
ぎ
る
か
ら
、
こ
ん
な
出
来
事
も
看
過
す
る
や
う
に

な
る
。
少
し
新
聞
も
見
て
お
く
が
よ
い
」
と
苦
言
を
呈
さ
れ
た
（
山

田
弘
倫
『
軍
医
森
鷗
外
』
文
松
堂
書
店
、
一
九
四
三
年
）。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鷗
外
が
筆
を
折
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
健
筆

は
ま
す
ま
す
盛
ん
と
な
り
、
二
足
の
わ
ら
じ
を
履
い
た
ま
ま
在
職
は

八
年
余
の
長
期
に
及
ん
だ
。

　

た
だ
、
山
県
の
後
ろ
盾
を
得
た
と
言
う
こ
と
は
、
政
府
の
要
所
に
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張
り
巡
ら
せ
た
山
県
閥
の
一
角
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す

る
。

　

大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
十
二
月
に
は
、
山
県
の
意
を
受
け
て
陸

軍
二
個
師
団
増
設
の
意
見
書
を
起
草
し
た
。
当
時
の
西
園
首
相
が
こ

れ
を
拒
む
と
、
陸
軍
は
上
原
勇
作
陸
軍
大
臣
を
辞
任
さ
せ
て
後
任
を

出
さ
ず
、
内
閣
を
崩
壊
に
追
い
込
ん
だ
。

　

大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
に
は
宮
中
の
衛
生
に
関
す
る
臨
時
宮
内

省
御
用
掛
を
兼
務
し
た
。
こ
の
時
期
か
ら
、山
県
の
依
頼
に
限
ら
ず
、

陸
軍
や
皇
室
関
係
の
文
書
を
起
草
、
添
削
す
る
こ
と
が
目
立
つ
よ
う

に
な
る
。
国
家
の
体
裁
を
整
え
る
漢
学
官
僚
と
し
て
、
作
家
の
文
才

と
漢
籍
の
素
養
が
重
宝
さ
れ
た
の
だ
が
、
山
県
の
政
治
工
作
の
片
棒

を
担
が
さ
れ
も
し
た
。

旧
当
主
の
採
用
は
「
公
爵
の
御
蔭
」

　

山
県
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
の
が
、
旧
津つ

わ

の
和
野

藩
主
の
亀
井
家
を
継
い
だ
亀
井
茲こ
れ

常つ
ね

（
一
八
八
四
年
生
ま
れ
）
の
人

事
で
あ
る
。
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
の
鷗
外
日
記
を
見
て
み

よ
う
。

十 

一
月
二
十
九
日
「
石
本
次
官
新
六
、
新
聞
紙
に
署
名
す
べ
か
ら

ず
と
警
告
す
。
福ふ
く

羽ば

逸は
や

人と

、
電
話
に
て
亀
井
伯
の
事
を
山
県
公

に
依
頼
せ
ん
こ
と
を
託
す
」

十 

一
月
三
十
日
「
夕
に
椿ち
ん

山ざ
ん
そ
う荘
（
＝
山
県
の
邸
宅
）
に
ゆ
き
、
亀

井
伯
を
式し
き

部ぶ

官か
ん

に
採
用
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
直
ち
に
渡
辺

宮
内
次
官
に
与
ふ
る
書
を
裁
さ
せ
給
ふ
」

十 

二
月
二
日
「
山
県
公
有
朋
の
手
書
至
る
。
渡
辺
次
官
の
公
に
復

す
る
書
を
巻
き
籠こ

め
た
り
。
亀
井
伯
の
式
部
官
に
任
ぜ
ら
る
べ

き
こ
と
定
ま
り
ぬ
と
な
り
。
直
ち
に
植
物
御ぎ
ょ
え
ん苑
に
あ
る
福
羽
逸

人
に
報
ず
。（
中
略
）
山
県
公
と
亀
井
伯
と
を
訪と
ぶ
らふ
」

　

東
京
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
亀
井
を
宮
内
省
で
儀
式
を
担
当

す
る
式
部
官
に
採
用
す
る
よ
う
要
請
す
る
と
、
山
県
は
直
ち
に
渡
辺

千
秋
宮
内
次
官
へ
送
る
書
状
を
手
配
さ
せ
た
。
二
日
後
に
山
県
か
ら

届
い
た
自
筆
の
手
紙
に
は
、
渡
辺
次
官
か
ら
の
返
事
が
同
封
さ
れ
て

お
り
、
採
用
が
即
決
さ
れ
た
の
だ
。

　

福
羽
逸
人
は
、
津
和
野
藩
出
身
の
国
学
者
で
明
治
天
皇
の
侍じ
こ
う講

を

務
め
た
福
羽
美よ
し

静し
ず

の
養
子
で
、
宮
内
省
内な
い
え
ん苑
局
長
を
務
め
た
農
学
者

で
あ
る
。
新
宿
御
苑
を
整
備
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
鷗
外
と
福
羽

は
、
亀
井
家
の
家
政
相
談
人
と
し
て
定
期
的
に
亀
井
邸
で
協
議
を
す

る
仲
だ
っ
た
。
就
職
の
あ
っ
せ
ん
な
ら
、
宮
内
省
勤
務
で
子
爵
で
も

あ
る
福
羽
が
仲
介
す
れ
ば
よ
い
は
ず
だ
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
爵
位
を
持
た
な
い
鷗
外
が
山
県
を
通
じ
て
依

頼
し
た
こ
と
は
、
宮
内
省
へ
の
山
県
の
影
響
力
を
物
語
る
。
鷗
外
は

小
説
が
発
禁
処
分
と
な
っ
た
後
も
、
石
本
陸
軍
次
官
か
ら
新
聞
に
実

名
で
作
品
を
発
表
し
な
い
よ
う
に
と
警
告
を
受
け
た
ば
か
り
だ
っ

た
。
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
に
構
う
こ
と
な
く
、
山
県
は
鷗
外
の
た
め

に
人
事
を
尽
く
し
て
く
れ
た
。
常
磐
会
を
通
じ
て
庇ひ

ご護
さ
れ
て
い
た

か
ら
と
言
う
他
な
い
。
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鷗
外
は
十
二
月
八
日
、賀
古
宛
書
簡
で
「
は
じ
め
て
旧
主
人
家
（
＝

亀
井
家
）
に
対
し
報
恩
を
な
し
た
る
や
う
の
心
持
い
た
し
愉
快
に

不た
え
ず堪

候そ
う
ろ
う。

こ
れ
も
公
爵
（
＝
山
県
）
の
御お
か
げ蔭

と
感
激
い
た
し
候
」

と
記
し
た
。

山
県
支
配
の
宮
内
省

　

山
県
閥
は
明
治
政
府
の
要
所
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
が
、
中
で

も
重
要
な
拠
点
が
宮
内
省
だ
っ
た
。

　

元
々
は
初
代
宮
内
大
臣
（
一
八
八
五
～
八
七
年
）
の
伊
藤
博
文
が

影
響
力
を
有
し
て
い
た
が
、
明
治
三
十
一
（
一
八
九
八
）
年
に
山
県

系
官
僚
の
田
中
光み
つ

顕あ
き

が
大
臣
に
就
く
と
山
県
閥
の
支
配
が
強
ま
っ

た
。
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
に
は
宮
内
大
臣
に
渡
辺
千
秋
、

次
官
に
は
河
村
金
五
郎
と
共
に
山
県
系
が
占
め
、
原
敬
は
「
是こ

れ
皆み

な
山
県
の
指
示
に
て
、（
中
略
）
彼
れ
（
＝
山
県
）
伊
藤
の
死
後
大

に
其
勢
力
を
八
方
に
扶ふ

植し
ょ
く（
＝
植
え
付
け
る
こ
と
）
す
る
事
を
図
り

居
る
が
如
し
」（『
原
敬
日
記
』
同
年
四
月
六
日
条
）
と
警
戒
感
を
示

し
た
。

　

岡
著
『
山
県
有
朋
』
は
、
山
県
が
自
ら
の
派
閥
を
維
持
す
る
秘
訣

に
つ
い
て
「
彼
は
一
旦
引
き
立
て
た
後
進
に
つ
い
て
は
常
に
心
に
か

け
て
そ
の
面
倒
を
み
た
。
そ
し
て
、
そ
の
利
用
価
値
に
応
じ
て
地
位

を
与
え
る
配
慮
を
怠
ら
な
か
っ
た
」
と
記
す
。

　

子
飼
い
を
各
省
で
昇
進
さ
せ
た
り
、
貴
族
院
議
員
や
枢
密
顧
問
官

の
地
位
に
引
き
上
げ
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
爵
位
も
与
え
た
。
爵

歌会・常磐会の開催場所となった山県の邸宅・椿山荘の庭。　
鷗外もたびたび訪れた＝東京都文京区、ホテル椿山荘東京提供

椿山荘の庭にある石
碑。山県が椿山荘と
命名した際の感慨を
刻み、明治三十年に
建てられた＝ホテル
椿山荘東京提供
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位
に
関
す
る
事
項
を
所
管
す
る

の
は
宮
内
省
宗そ
う

秩ち
つ

寮り
ょ
うだ

。
明
治

四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
に
い

ず
れ
も
山
県
系
の
桂
太
郎
が
公

爵
、
渡
辺
千
秋
と
寺
内
正ま
さ
た
け毅
が

伯
爵
に
陞
し
ょ
う
し
ゃ
く
爵
し
た
際
、
原
は
日

記
に
「
山
県
が
私
恩
を
売
ら
ん

が
為
め
に
頻し
き

り
に
右
様
の
手
段

を
取
る
（
中
略
）
私し

曲き
ょ
く（
＝
不

正
な
手
段
で
自
分
だ
け
の
利
益

を
図
る
こ
と
）
を
働は
た

ら
き
私
党

を
作
る
事
言
語
道
断
」（
同
年

四
月
二
十
一
日
条
）と
記
し
た
。

　

資
金
源
と
し
て
も
重
要
だ
っ

た
。
伊
藤
之
雄
氏
の
論
文
「
山

県
系
官
僚
閥
と
天
皇
・
元
老
・

宮
中

─
近
代
君
主
制
の
日
英

比
較

─
」（『
法
学
論
叢
』
第

一
四
〇
号　

第
一
・
二
号　

高

坂
正
堯
教
授
追
悼
号
、
京
都
大

学
法
学
会
、
一
九
九
六
年
）
に

よ
る
と
、
宮
内
省
に
は
機
密
金

が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

原
資
は
日
清
戦
争
（
一
八
九
四
～
九
五
年
）
の
賠
償
金
の
う
ち
皇

室
費
に
納
入
さ
れ
た
二
〇
〇
〇
万
円
と
、
東と
う

宮ぐ
う

御ご

所し
ょ

建
築
費
と
し
て

第
一
次
山
県
内
閣
時
に
皇
室
へ
上
納
さ
れ
た
二
五
〇
万
円
で
、
利
息

と
し
て
毎
年
得
ら
れ
る
一
一
〇
万
円
内
外
の
中
か
ら
秘
密
資
金
を
作

る
こ
と
が
で
き
た
。
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
の
国
家
予
算
の

歳
出
が
経
常
部
、
臨
時
部
の
合
計
で
二
億
七
五
七
五
万
円
な
の
で
、

そ
れ
な
り
の
額
に
上
る
（
大
蔵
省
編
纂
『
明
治
大
正
財
政
史　

第
三

巻
』
財
政
経
済
学
会
、
一
九
三
八
年
）。
田
中
を
宮
内
大
臣
に
す
る

こ
と
で
、山
県
が
こ
の
資
金
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　

明
治
国
家
の
中
心
に
位
置
す
る
天
皇
を
抑
え
る
政
治
的
意
味
も
大

き
か
っ
た
。
例
え
ば
、
第
四
次
伊
藤
内
閣
は
明
治
三
十
三
年
、
政
府

の
増
税
案
を
貴
族
院
に
否
決
さ
れ
て
膠
着
状
態
に
陥
っ
た
際
、
天
皇

に
奏
請
し
て
増
税
案
に
協
賛
す
る
勅
語
を
発
す
る
こ
と
で
事
態
を
収

拾
し
て
い
る
。

　

国
務
に
関
す
る
勅
語
を
発
す
る
に
は
、「
詔し
ょ
う
し
ょ書、
勅
ち
ょ
く
し
ょ書
其
の
他
内

廷
の
文
書
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
」
内
大
臣
府
の
チ
ェ
ッ
ク
を
経
た

上
で
、
国
務
大
臣
の
副
書
を
必
要
と
す
る
（
大
日
本
帝
国
憲
法
五
十

五
条
）。
勅
語
を
起
草
、
添
削
す
る
内
大
臣
秘
書
官
長
、
そ
の
責
任

者
で
あ
る
内
大
臣
、
そ
し
て
皇
室
の
事
務
全
般
に
つ
い
て
輔ほ
ひ
つ弼
（
進

言
し
責
任
を
負
う
）
す
る
宮
内
大
臣
を
抑
え
て
お
け
ば
、
首
相
が
天

皇
を
政
治
利
用
し
て
勅
語
を
出
そ
う
と
し
て
も
未
然
に
察
知
し
、
防

ぐ
こ
と
が
出
来
る
。

野口　武則（のぐち・たけのり）氏
　1976 年生まれ。中央大学法学部卒。2000 年毎日新
聞社に入社し、秋田支局、政治部、大阪社会部。代替わ
り取材班キャップ、政治部官邸キャップ、デスクを務め、
現在は論説委員。著書に『元号戦記　近代日本、改元の
深層』（角川新書）。共著に『靖国戦後秘史』（角川ソフィ
ア文庫）、『令和　改元の舞台裏』（毎日新聞出版）。
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支
配
の
揺
ら
ぎ
と
巻
き
返
し

　

た
だ
し
、山
県
閥
の
支
配
に
も
陰
り
が
見
え
始
め
た
。
大
正
二（
一

九
一
三
）
年
二
月
二
十
日
、
通
算
で
七
年
余
の
長
期
に
渡
っ
た
山
県

直
系
の
第
三
次
桂
内
閣
が
崩
壊
し
た
。
立
憲
政
友
会
の
尾
崎
行
雄
や

立
憲
国
民
党
の
犬
養
毅
ら
に
よ
る
第
一
次
護
憲
運
動
に
追
い
込
ま
れ

た
結
果
だ
っ
た
。

　

翌
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
に
は
宮
内
大
臣
の
渡
辺
が
収
賄
疑
惑

で
失
脚
し
た
。
不
祥
事
で
辞
め
た
大
臣
の
後
任
に
山
県
系
を
送
り
込

む
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
皇
太
子
の
世
話
役
で
あ
る
東と
う
ぐ
う宮

大た
い
ふ夫

兼

東
宮
侍
従
長
だ
っ
た
波は

多た

野の

敬よ
し

直な
お

が
宮
内
大
臣
に
昇
格
し
た
が
、
山

県
は
波
多
野
に
つ
い
て
「
以
前
己
の
子
分
で
あ
つ
た
が
、
今
は
大
隈

の
方
に
近
く
な
つ
て
居
る
」（『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
政
治　

松

本
剛
吉
政
治
日
誌
』
大
正
十
年
三
月
二
日
条
、
岩
波
書
店
、
一
九
五

九
年
）
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
東
宮
大
夫
と
東
宮
侍
従
長
の

後
釜
に
は
山
県
に
近
い
人
物
を
そ
れ
ぞ
れ
就
け
、
影
響
力
の
低
下
を

食
い
止
め
よ
う
と
画
策
し
た
。

　

ち
な
み
に
、
鷗
外
の
前
任
の
帝
室
博
物
館
総
長
で
内
大
臣
秘
書
官

長
を
兼
ね
て
い
た
股
野
琢
は
、
伊
藤
博
文
に
近
か
っ
た
。
股
野
は
退

任
直
前
の
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
十
二
月
一
六
日
付
の
東
京
日
日

新
聞
朝
刊
で
、
第
一
次
伊
藤
内
閣
が
発
足
し
た
明
治
十
八
（
一
八
八

五
）
年
に
自
分
を
内
閣
会
計
課
長
に
引
き
立
て
、
そ
の
後
、
宮
内
省

に
異
動
さ
せ
た
の
は
伊
藤
だ
っ
た
と
回
想
し
て
い
る
。
そ
れ
以
来
、

三
十
年
近
く
宮
務
め
を
果
た
し
た
伊
藤
系
最
後
の
生
き
残
り
と
い
う

べ
き
長
老
だ
っ
た
。

　

大
正
前
期
は
山
県
に
よ
る
宮
内
省
支
配
が
揺
ら
ぎ
始
め
、
再
び
掌

握
す
る
機
会
を
う
か
が
う
時
期
だ
っ
た
。
大
正
六
年
十
二
月
二
十
五

日
、
股
野
と
入
れ
替
わ
る
形
で
、
山
県
閥
の
一
角
を
占
め
る
鷗
外
が

宮
内
官
僚
と
し
て
再
出
仕
す
る
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
山
県
の

意
向
が
反
映
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
〈
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『
森
鷗
外
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館
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「
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次
回
は
「
第
八
回　

図
書
頭
と
し
て
何
に
取
り
組
ん
だ
の
か
」


